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令和４年度 

 さつま町職員採用試験案内 
  

                     さつま町総務課行政係 

 

１ 試験を行う区分、採用予定人数及び職務内容 

 

２ 受験資格等 

 ⑴ 受験資格は、それぞれの試験区分の受験資格欄に定めてあるとおりとし、いずれの要件も満た

さなければならないものとします。 

〔注〕資格を必要とする試験について、資格が取得できない場合は採用になりません。 

 ※年齢は令和４年度（2022 年度）の誕生日以降の満年齢。 

 ※高等学校卒業程度の学力を有する者とは、高等学校、短期大学、高等専門学校、又はこれと同

等と認める学校等を卒業した者。 

 ※卒業見込みの者とは、令和５年３月までに卒業する見込みの者。 

 

第１次試験日 令和４年９月１８日(日) 

申込受付期間 令和４年７月１３日(水)～８月１２日(金) 

 

試験区分 採用予定人数 職 務 内 容 

一般事務 
（初級） 

若干名 町長事務部局、各種行政委員会等で一般事務に従事します。 

建築技師 １名 
町長事務部局、各種行政委員会等でそれぞれ専門的業務に従事

します。 歯科衛生士 １名 

試験区分 受  験  資  格 

一般事務 

（初級） 
① 平成４年４月２日(30 歳)から平成 17 年 4 月 1 日(18 歳)までに生まれた者 
② 学校教育法に基づく高等学校卒業程度の学力を有する者又は卒業見込みの者 

建築技師 

① 昭和 62 年 4 月 2 日(35 歳)から平成 17 年 4 月 1 日(18 歳)までに生まれた者 
② 学校教育法に基づく高等学校卒業程度の学力を有する者又は卒業見込みの者 
③ 次のいずれかに該当する者 
  ア 一級建築士（学科のみ合格者含む）又は二級建築士の資格を有する者 
  イ 試験職種に必要な学科を専攻した者 

歯科衛生士 

① 平成４年４月２日(30 歳)から平成 17 年 4 月 1 日(18 歳)までに生まれた者 
② 学校教育法に基づく高等学校卒業程度の学力を有する者又は卒業見込みの者 
③ 次のいずれかに該当する者 
  ア 歯科衛生士の免許を有する者 
  イ 歯科衛生士の免許に係る学校等の卒業（修了）見込みの者 
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⑵ いずれの区分も、原則として採用と同時に本町に居住できる者とします。 

 ⑶ 前記の受験資格にかかわらず、次のいずれかに該当する者は受験できません。 

 ア 日本国籍を有しない者 

 イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

の者 

 ウ さつま町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

 エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 オ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とす

るもの以外） 

 

３ 試験の日時及び会場 

 ※試験会場は変更になる場合がありますので、必ず受験票で確認してください。 

 

４ 試験の方法及び内容 

試験は、第１次試験及び第２次試験とし、第２次試験は、第１次試験の合格者について行います。 

 

   

５ 合格者発表 

試験区分 日    時 試験会場 

第 1 次試験 

令和４年９月１８日（日）  

【集合】午前８時３０分 

【終了】午後１時１０分予定 

さつま町役場 別館３階（予定） 

【住所】さつま町宮之城屋地 1565 番地 2 

【電話】0996-53-1111 

第２次試験 
詳細は、第１次試験合格者に対して文書

でお知らせします。 

さつま町役場（予定） 

【住所】さつま町宮之城屋地 1565 番地 2 

【電話】0996-53-1111 

試験区分 試験科目 試  験  内  容 

第１次試験 

教養試験 
（１２０分） 

公務員として必要な一般教養（高等学校卒業程度）について５肢
択一式（40 題）により行います。 

職場適応性検査 
（２０分） 

職務遂行に必要な適性について検査を行います。 

作文試験 
（６０分） 

表現力、構成力、課題に対する理解力等について記述式（800 字
以内）により行います。 

第２次試験 面接試験 
町職員としての適性・能力・人柄及び性格等について面接試験を

行います。 

区  分 発表時期（予定） 発表の方法等 

第１次試験 令和４年１０月下旬 合否について、受験者全員に文書で通知するとともに、
さつま町ホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

また、さつま町役場（本庁・支所）掲示板に合格者の受
験番号を公告します。 第２次試験 令和４年１１月下旬 
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６ 試験結果の開示 

試験の結果については、さつま町個人情報保護条例第２３条第１項の規定により、口頭で開示を

申し出ることができます。 

開示を希望される場合は、受験票又は本人であることを証明する顔写真付きの身分証明書（運転

免許証、パスポート、学生証等）を持参し、総務課行政係にお越しください。ただし、閉庁日（土

曜日、日曜日及び祝日）は受付できません。なお、代理人による請求及び電話、郵便等による請求

はできません。 

受付時間は、開示期間内の午前８時３０分から午後５時１５分までです。 

試験区分 開示申出ができる人 開示内容 開示期間 開示場所 

第１次試験 第１次試験不合格者 
種目別得点 

合格基準点 
合 格 発 表 日 か ら  
起算して１か月間 

さつま町役場 

総務課行政係 
第２次試験 第２次試験受験者 総合順位 

 

７ 合格から採用まで 

最終合格者は、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に高点順に登載し、必要に応じて採用し

ます。ただし、受験資格に定めるいずれの要件も満たさなかった場合又は申込記載事項を偽って記

載していたことが明らかになった場合は、合格を取り消します。 

なお、本試験による最終合格者の採用日は、令和５年４月１日の予定です。 

 

８ 給与及び勤務条件等 

⑴ 給与は、「さつま町職員の給与に関する条例」等に基づき支給されます。現行条例での基準給

与月額は、高校卒が 150,600 円、大学卒が 171,700 円です。職務経歴がある場合には、この額に

一定の基準で加算されます。 

  上記の給料のほかに住居手当、通勤手当、扶養手当、期末手当及び勤勉手当等がそれぞれの支

給要件に応じて支給されます。 

⑵ 勤務時間その他勤務条件等は、本町の条例、規則等に定めるところによります。 

 

９ 受験手続及び受付期間 

 ⑴ 受験申込書の交付場所等 

さつま町役場総務課行政係、さつま町役場鶴田支所及び薩摩支所の総務税務係で交付するほか、

さつま町のホームページ（http://www.satsuma-net.jp）からもダウンロードできます。 

   郵便で請求する場合は、封筒の表に「受験申込書請求」と朱書きし、120 円切手を貼付した宛先

明記の返信用封筒（Ａ４版サイズ）を同封の上、さつま町役場総務課行政係に請求してください。 

⑵ 申込手続 

   下記の必要書類を、さつま町役場総務課行政係に提出してください。 

なお、郵便で申し込むときは、封筒の表に「受験申込書在中」と朱書きし、必ず特定記録郵便

又は簡易書留郵便で送付してください。 

http://www.satsuma-net.jp
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１0 受験票の交付 

受験票は、受験資格等を確認した上で９月上旬に郵送します。受験票が９月９日（金）までに届

かないときは、さつま町役場総務課行政係までお問い合わせください。 

 

1１ 第 1 次試験受験時の注意事項 

⑴ 試験当日は受験票、筆記用具（ＨＢ鉛筆、消しゴム等）を持参してください。（受験票を忘れた 

場合は受験できません。） 

⑵ 試験会場内での携帯電話、下敷き、定規、電卓、計算機能付きの時計や情報機器端末としての 

機能を有するもの等の使用は禁止します。携帯電話は時計としての使用もできません。 

⑶ 試験会場はすべて禁煙です。 

⑷ 自然災害等により試験実施に変更が予想されるときは、直接お問い合わせいただくか、さつま 

町ホームページをご確認ください。 

 

提出書類 

① 受験申込書 

  ※ 記入にあたっては、受験申込書の裏面に記載してある記入上の注意事項を参照してください。 

② 受験票用写真（縦４ｃｍ×横３ｃｍ） １枚 

  ※ 申込み前３か月以内に撮影した、無背景で上半身脱帽正面向きのもので、受験申込書に添付 
した写真と同じ写真を提出してください。 

  ※ 写真の裏面に、氏名を記入してください。 

③ 受験資格に該当する免許等の写し 

  ※該当試験区分（歯科衛生士）受験者のみ 

   免許取得見込みの場合は、免許に係る学校等の卒業（修了）見込み証明書 

④ 返信用封筒（受験票送付用） 

※ 長形３号（120mm×235mm）に８４円切手を貼付し、宛先を明記してください。 

⑤ 身体障害者手帳の写し（交付を受けている方） 

※ さつま町では「障害者の雇用の促進等に関する法律」の趣旨を踏まえて採用を行っています。 

申込先 

さつま町役場 総務課 行政係 

〒895-1803 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地 1565 番地 2 

電話 0996-53-1111《代表》 内線 2213・2214 

受付期間 

令和４年７月１３日（水）～８月１２日（金） ※土・日曜日、祝日を除く。 

受付時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 ※郵送の場合は、８月１２日（金）の消印のあるものまで受け付けます。 

【採用試験についての問い合わせ先】 

さつま町役場 総務課 行政係 

住  所：〒895-1803 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地 1565 番地 2 

電話番号：0996-53-1111《代表》 内線 2213・2214 

E-Mail：so-gyosei@satsuma-net.jp 

ホームページ： http://www.satsuma-net.jp 

mailto:so-gyosei@satsuma-net.jp
http://www.satsuma-net.jp


さつま町行政組織と分掌事務の概要

町
　
長
　
部
　
局

総 務 課

職員の人事、給与及び福利厚生、秘書、
議会、法制、デジタル推進、情報政策、
危機管理全般、コンプライアンス、防
災、交通安全及び防犯などに関すること

教
　
育
　
委
　
員
　
会
　
部
　
局

教 育 総 務 課

財 政 課
予算及びその他財務、財産管理、登記、
入札及び契約、工事検査などに関するこ
と

社 会 教 育 課

公民館、その他社会教育施設の設置及び
管理、青少年の健全育成、文化団体等の
育成・指導・助言、スポーツを通した健
康づくりなどに関すること

教育委員及び教育長の秘書事務、学校の
設置、管理及び廃止、通学区域の設定及
び変更、奨学資金、学校の施設及び設備
の管理及び整備などに関すること

企 画 政 策 課

町政の企画及び総合調整、地域振興、女
性施策、統計、定住施策の調整、区公民
館及び公民会、文書、情報公開、広報及
び広聴などに関すること

学 校 教 育 課

学校職員の任免、その他の人事、学校の
組織編制、学級編制、教科用図書その他
教材の取扱い、教育課程、学力向上、教
職員研修などに関すること

税 務 課
町税その他税務、滞納整理、地籍調査な
どに関すること

国 体 推 進 室
燃ゆる感動かごしま国体に向けた準備な
どに関すること

町 民 環 境 課

戸籍及び住民基本台帳、人権、国民年
金、地域改善、環境保全及び環境衛生、
環境センター、クリーンセンター、火葬
場、農業集落排水事業などに関すること

学校給食センター

学校給食の献立作成及び調理、給食に必
要な物資の購入、給食に関する会計経
理、給食センターの施設設備の充実及び
保全などに関すること

使用水量の点検及び給水取締り、水道料
金その他諸収入の徴収及び滞納処分並び
に欠損、水道施設の改良及び拡張工事の
設計並びに施行などに関すること

子 ど も 支 援 課
母子保健、児童福祉、保育の実施、発達
支援などに関すること

監 査 委 員 事 務 局 監査に関する事務

高 齢 者 支 援 課
高齢者福祉、介護予防事業、包括支援事
業、介護保険事業、認定調査などに関す
ること

議 会 事 務 局

議員の身分及び資格得失、議員の議員報
酬、費用弁償、期末手当その他諸給与、
議会の本会議及び協議会、常任委員会及
び特別委員会などに関すること

保 健 福 祉 課
民生委員、児童委員、障害者福祉、国民
健康保険、後期高齢者医療、保健事業な
どに関すること

管
理
者

水 道 課

消防職員の任用、昇任、任免等の人事、
消防組織及び消防総合計画、消防団員の
教養訓練、消防団員の報酬，費用弁償等
などに関すること

農 政 課
農業及び畜産業、農業関係団体、有害鳥
獣対策などに関すること

選 挙 管 理 委 員 会 選挙に関する事務

委員会の総会及び運営、農業者年金、農
家基本台帳の整備などに関すること

担 い 手 育 成 支 援 室 担い手育成などに関すること 農 業 委 員 会

商 工 観 光 Ｐ Ｒ 課
商業、工業、水産業その他産業、労働行
政、観光ＰＲ、消費生活などに関するこ
と

消
防
署

警 防 課

耕 地 林 業 課
農地の基盤整備及び維持、林業などに関
すること

消
防
本
部

消 防 総 務 課

会
計
管
理
者

会 計 課
出納事務、決算、基金の記録管理、その
他出納事務などに関すること

火災、救助及びその他の災害等の警戒防
ぎょ、救急業務、火災、救急その他災害
情報の受理及び出動指令、火災予防査
察、危険物の規制などに関すること

建 設 課
道路及び橋梁、河川、公園及び緑地、都
市計画、建築及び営繕、町営住宅等など
に関すること

鶴 田 支 所
・

薩 摩 支 所

本庁の各課等が所掌する事務に関するこ
と

ふ る さ と 振 興 課
移住定住、企業誘致、土地開発公社など
に関すること


